
第２０２３０００４４６６９号  

令和５年５月１８日  

 

 

各新型コロナウイルス感染症患者入院医療機関の長  様 

各消防機関の長 

 

 

鳥取県福祉保健部長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

鳥取県新型コロナウイルス感染症医療体制充実等補助金交付要綱の一部改正及び

交付申請書の提出について（通知） 

 

日頃より、本県の感染症予防対策の推進に格別の御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

この度、鳥取県新型コロナウイルス感染症医療体制充実等補助金交付要綱（令和２年７月９日付第

２０２００００９０５２５号鳥取県福祉保健部長通知。以下、「本要綱」という。）を別添のとおり改

正しましたので通知します。 

なお、本要綱第４条第１項の福祉保健部長が別に定める日を下記のとおりとします。 

（担当）感染症対策局感染症対策課 秋本（電話）０８５７－２６－７７６４ 

 

記 

 

１ 提出物 

（１）様式第１号（交付申請書） 

（２）様式第１－１号（事業実施計画書） 

（３）様式第１号別紙（設備整備事業計画書） 

（４）様式第２号（事業収支予算書） 

 

２ 提出期限 

令和５年６月８日（木） 

 

３ 補助対象期間 

  令和５年４月１日から令和５年９月３０日まで（一部補助金については令和５年５月７日まで） 

 

４ 留意事項 

（１）個人防護具について 

本補助金を活用して購入した個人防護具の在庫を確認の上、令和５年９月末までに必要な数量

を算出してください。なお、補助対象は、新型コロナウイルス感染症に係る入院治療等に要する

ものとなります。 

（２）設備（備品）について 

ア これまでに本補助金による整備実績のない医療機関が新規の設備整備を行う際には、事前に

感染症対策課へご相談ください。 

イ 昨年度までに整備実績のある医療機関については、原則、これまでに整備した設備のレンタ

ル料・リース料を対象とします。 

≪考え方≫ 

・これまでの本補助金による整備実績を踏まえ過大な設備整備とならないよう必要性を判断

します。 

・レンタル・リースによる導入を基本とします。 

 


